
債権譲渡等に係る注意事項

 　 債 権 譲 渡 通 知 書 は 、 郵 便 局 ま た は 公 証 役 場 で 確 定 日 付 の
 付 与 を 受 け 通 知 す る よ う お 願 い し て い ま す 。

　　債 権 譲 渡 通 知 書 に 譲 渡 人 ・ 譲 受 人 双 方 実 印 の 押 印 を い た
 だ い て い ま す 。
  　な お 、 印 影 や そ の 他 事 項 照 合 の た め 、 譲 渡 人 ・ 譲 受 人 双 
 方 の 印 鑑 証 明 書 ・ 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 若 し く は 代 表 者 事 項
 証 明 書 の 送 付 を お 願 い し て い ま す 。

　　※ 印 鑑 証 明 書 等 （ 発 行 よ り ３ 箇 月 以 内 の も の ） は 通 知 書
 ご と の 部 数 の 送 付 を お 願 い し て い ま す 。

 　 債 権 譲 渡 解 除 通 知 書 に 譲 受 人 の 実 印 を 押 印 い た だ い て い
 ま す 。
 　 印 影 や そ の 他 事 項 照 合 の た め 、 譲 受 人 の 印 鑑 証 明 書 ・ 履
 歴 事 項 全 部 証 明 書 若 し く は 代 表 者 事 項 証 明 書 の 送 付 を お 願
 い し て い ま す 。

　　※ 印 鑑 証 明 書 等 （ 発 行 よ り ３ 箇 月 以 内 の も の ） は 通 知 書
 ご と の 部 数 の 送 付 を お 願 い し て い ま す 。

 　 債 権 譲 渡 ・ 差 押 を 開 始 す る 月 の 前 月 の 末 日 ま で に 必 要 書
 類 を 送 付 い た だ く よ う お 願 い し て い ま す 。

  　電 子 内 容 証 明 郵 便 を 用 い た 債 権 譲 渡 通 知 書 を 送 付 い た だ
 く 場 合 は 、 記 載 例 を 参 考 に 譲 渡 人 ・ 譲 受 人 双 方 が 当 該 電 子
 内 容 証 明 郵 便 を 送 付 し た こ と を 証 す る 書 類 （ 追 認 書 ） を 作
 成 し 譲 渡 人 ・ 譲 受 人 双 方 が 実 印 を 押 印 の 上 、 印 鑑 証 明 書 ・
 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 若 し く は 代 表 者 事 項 証 明 書 を 添 付 し て
 送 付 い た だ く よ う お 願 い し て い ま す 。

○ 債権譲渡通知書の確定日付

○ 債権譲渡通知書への押印

○ 債権譲渡解除通知書への押印

○ 債権譲渡・差押通知書の提出時期の目安

○ 電子内容証明郵便を用いた債権譲渡通知書



 　 「 動 産 及 び 債 権 の 譲 渡 の 対 抗 要 件 に 関 す る 民 法 の 特 例 等
 に 関 す る 法 律 」 （ 特 例 法 ） に よ る 債 権 譲 渡 の 通 知 を 行 う 場
 合 は 、 債 権 の 特 定 等 が 必 要 と な る た め 、 登 記 事 項 証 明 書 ( 
 原 本 ） の 交 付 に 合 わ せ て 債 権 譲 渡 通 知 の 送 付 を お 願 い し て
 い ま す 。

　　※ 債 権 譲 渡 登 記 の 日 付 が あ る こ と か ら 、 確 定 日 付 を 付 す
 る 必 要 は あ り ま せ ん 。

 　 支 払 日 を も っ て 債 権 が 確 定 す る た め 、 譲 受 人 ・ 差 押 債 権
 者 か ら の 支 払 日 前 の 金 額 照 会 に は お 答 え で き ま せ ん 。

  　個 人 情 報 保 護 の た め 、 譲 受 人 か ら の 優 先 債 権 者 有 無 に つ
 い て の 照 会 に は お 答 え で き ま せ ん 。

○ 譲受人・差押債権者からの支払日前の金額照会

○ 譲受人からの優先債権者有無の照会

○ 債権譲渡登記による債権譲渡


